
★★★「かいてき便り」を事業者内に周知し、みんなで情報を共有しましょう！！★★★ 

 
 
 
 
 

 
 

           

 

 

 

平成 2２年５月 1 日発行   
 

 

○ 介護保険事業者（医療系）の集団指導について 

介護保険事業者（医療系）が、適正なサービスを提供するために必要な制度の周知やその理解の促進及び報酬請求

に係る過誤や不正を防止するための講習会を下記のとおり実施します。 

対象の事業者には、後日案内を送付します。 

開 催 日 （ 平成 ２２ 年 ） 介 護 保 険 事 業 者 （ 医 療 系 ） 

１０時から  （保険者向け説明会） 
５月２４日（月曜日） 

１３時３０分から  通所リハビリテーション ※診療所の場合のみ 

５月２５日（火曜日）  訪問看護ステーション  ※午前に医療保険についての集団指導実施 

５月２６日（水曜日） 
１３時から 

 訪問看護ステーション  ※午前に医療保険についての集団指導実施 

５月２８日（金曜日） １４時から  介護療養型医療施設 

 

◇ 会場 ： 都庁第一本庁舎 ５階大会議場 

【お問い合わせ先】  福祉保健局指導監査部指導第三課  ＴＥＬ０３-５３２０-４２８４ 

 

○ 介護職員処遇改善交付金の実績報告の期限が迫っています！ 

平成２１年度の介護職員処遇改善交付金を受給した事業者においては、実績報告書を提出していただく必要があ
ります。５月３１日（月曜日）が提出期限【必着】となっていますので、必ず提出してください。 
なお、必要書類や記入方法については、ホームページに掲載していますので、ご確認ください。 
【東京都福祉保健局ホームページ】→高齢者＞介護保険＞介護職員処遇改善交付金 
（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/shogu/index.html） 
【処遇改善交付金お問合せ専用電話】TEL０３－５３２０－４３４３ 
※ 受付時間：平日９時３０分から１７時（１１時４５分から１３時１５分を除く。） 

 

○ 介護サービス関係Ｑ＆Ａ集が体系的に整理されました！ 

この度、厚生労働省が、これまでの「人員・設備及び運営基準」や「報酬算定基準」に関するＱ＆Ａを「介護サ
ービス関係Ｑ＆Ａ集」（最新情報Vol.146 介護サービス関係のＱ＆Ａ集の送付について）にまとめました。 
Ｑ＆Ａ集は、以下のホームページに掲載していますので、事業運営及び介護報酬の算定において、法令、通知等
と併せてご確認ください。 
【ＷＡＭＮＥＴホームページ】→行政資料＞ピックアップ資料介護サービス関係 

（http://www2.wam.go.jp/ca70/ca70b10.html） 

 

○お知らせ
「介護保険事業者（医療系）の集団指導について」 
「介護職員処遇改善交付金の実績報告の期限が迫っています！」 
「介護サービス関係Ｑ＆Ａ集が体系的に整理されました！」 
「「悪徳商法から高齢者を守るための出前講座」を行います」 

 
○報酬算定・運営基準 

「居宅療養管理指導費の算定要件について」 
 
○注意 

「福祉用具の重大製品事故報告について（情報提供）」 
 
○最近の動向 

「社会保障審議会介護給付費分科会（第６５回）が開催されました」

 

お知らせ 
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 【編集兼発行】 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 TEL０３－５３２０－４５９５ 

 

○ 「悪徳商法から高齢者を守るための出前講座」を行います 

東京都生活文化スポーツ局では、深刻化する悪質商法の被害から高齢者を守るため、ケアマネジャー、ホームヘルパ

ー、民生委員など高齢者を支える身近な方々を対象に出前講座を開催します。 

講座では、第一線で消費生活相談の経験を持つ相談員などが、高齢者を狙う悪質商法の手口や被害発見のポイント、

対処方法などについて、詳しく講義を行います。 

講 師 派 遣 期 間 
平成２２年４月１５日（木曜日）から平成２３年３月３１日（木曜日） 

（土日祝日も実施。<１２月２９日から１月３日除く。>） 

講 義 時 間 午前１０時から午後８時の間で、１，２時間程度 

講 師 派 遣 場 所 都内で希望する場所 

費         用 無料 

申 込 受 付 方 法 平成２２年４月１日（木曜日）から平成２３年３月１７日（木曜日） 【先着１５０回】 

申 込 方 法 

都・区市町村の消費生活センター窓口または、ホームページ「東京くらし WEB」からダウン 

ロードにより申し込み用紙を入手し、必要事項記入の上、２週間前までに下記へ FAX して 

ください。 

【東京都生活文化スポーツ局ホームページ】 →東京くらしＷＥＢ（消費生活）＞出前講座＞高齢者の消費生活トラブル 

（http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/de_koza/kourei.html） 

【お申込み・お問い合わせ先】 (社)全国消費生活相談員協会事務局 FAX０３－３４４８－９８３０ <FAXのみの受付> 
                     TEL ０３-５７９３-７２７６ （月から金曜日 ９時３０分から１７時<祝日・年末年始除く。>） 
 

 

○ 居宅療養管理指導費の算定要件について 
医師又は歯科医師が行う場合の居宅療養管理指導費Ⅰについては、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学
的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業所に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供（利
用者の同意を得て行うものに限る。）並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意
点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、１月に２回を限度として算定することになります。 
この中で、指定居宅介護支援事業者その他の事業所に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供を行な
わなかった場合は、１回につき１００単位を所定単位数から減算となりますので、ご留意ください。 

【お問い合わせ先】  介護保険課介護事業者係 TEL０３－５３２０－４１７５ 

 

○ 福祉用具の重大製品事故報告について（情報提供） 

重大製品事故のうち福祉用具に係るものについて、厚生労働省から情報提供がありました。（平成２２年４月２日付）詳

細については、以下のホームページに掲載していますのでご確認ください。 

【東京都福祉保健局ホームページ】 →東京都介護サービス情報＞利用者の安全確保・事故防止に係る注意喚起 

   （http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/tyuui/shouhi/index.html） 

 

○ 社会保障審議会介護給付費分科会（第６５回）が開催されました 

平成２２年３月２５日に「社会保障審議会介護給付費分科会（第６５回）」が開催されました。今回の分科会においては、

介護報酬改定後の処遇改善状況等の分析、平成２２年度に実施する介護従事者処遇改善等調査及び介護報酬改定の基

礎資料としている介護事業経営概況調査の内容等について、議論されています。なお、今回の議題は、以下のとおりで

す。 

・ 平成２１年度介護従事者処遇状況等調査の結果について 

・ 平成２２年度実施予定の調査票等について 

分科会の資料については、厚生労働省ＨＰの以下のアドレスに掲載されています。 

【厚生労働省ホームページ】 →審議会・研究会等＞社会保障審議会＞介護給付費分科会＞第６５回 資料 

（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0325-18.html） 
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報酬算定・運営基準


